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J-4　超音波ネブライザー②（喘息）

《令和元年８月２９日新規》

○ 取扱い

喘息に超音波ネブライザーの算定は認められる。

○ 取扱いの根拠

吸入療法は、全身療法に比べ、より少量の薬剤が効率的に病変部位に達

し、優れた効果と安全性を両立するものであることから喘息に対して有効

であると認められる。


